
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

六

四

号

外
務
省
の
「
国
会
議
員
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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外
務
省
の
「
国
会
議
員
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
務
省
が
作
成
し
た
国
会
議
員
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定
の
期
限
内
に
答
弁
さ
れ

た
い
。

（
�
）

日
本
国
憲
法
第
四
三
条
は
「
両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
」
と
規
定
し

て
い
る
が
、
国
会
議
員
は
全
国
民
の
代
表
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

（
�
）

「
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」
に
対
し
て
、
国
家
公
務
員
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
べ
き
か
。

（
�
）

国
家
公
務
員
法
第
九
六
条
は
「
す
べ
て
職
員
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
し
、

且
つ
、
職
務
の
遂
行
に
当
た
つ
て
は
、
全
力
を
挙
げ
て
こ
れ
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、

「
国
民
全
体
の
奉
仕
者
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。

（
�
）

外
務
省
職
員
が
国
会
議
員
の
説
明
要
求
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
職
務
の
遂
行
に
該
当
す
る
か
。

（
�
）

外
務
省
職
員
が
国
会
議
員
に
対
し
て
、
所
管
す
る
案
件
に
つ
い
て
積
極
的
に
説
明
に
行
く
こ
と
は
職
務
の
遂
行
に
該

当
す
る
か
。

（
�
）

外
務
省
職
員
が
国
会
議
員
の
会
食
や
陳
情
に
立
ち
会
う
の
は
、
職
務
の
遂
行
に
該
当
す
る
か
。

一



（
�
）

外
務
省
職
員
が
国
会
議
員
と
外
国
要
人
の
会
談
に
同
席
す
る
こ
と
は
、
職
務
の
遂
行
に
該
当
す
る
か
。

（
�
）

朝
日
新
聞
十
月
四
日
朝
刊
に
よ
る
と
、
外
務
省
は
鈴
木
宗
男
衆
院
議
員
へ
の
対
応
に
つ
い
て�

会
食
は
当
面
辞
退�

説
明
要
求
が
あ
れ
ば
対
応
す
る
が
、
強
い
意
見
表
明
が
あ
っ
た
場
合
は
官
房
総
務
課
に
相
談�

や
り
と
り
は
文
書
で
報

告－
な
ど
と
定
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
た
と
さ
れ
る
。
事
実
か
。
事
実
と
す
れ
ば
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
詳
し
い
内
容

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
対
象
者
は
誰
な
の
か
。

（
�
）

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
公
文
書
か
。
ま
た
「
極
秘
」
や
「
秘
」
な
ど
の
取
り
扱
い
が
決
め
ら
れ
て

い
る
の
か
。

（
��
）

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
決
裁
を
経
た
か
。
決
裁
書
の
起
案
者
は
だ
れ
か
。

（
��
）

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
配
付
さ
れ
た
職
員
は
誰
か
。
報
道
後
、
回
収
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
ま
た

外
務
省
は
、
報
道
対
応
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
会
議
を
開
い
た
の
か
。

（
��
）

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
国
家
公
務
員
と
し
て
適
切
な
行
為
か
。

右
質
問
す
る
。

二


